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神奈川県保健福祉局福祉・次世代育成部　

障害サービス課長

(公　印　省　略)

改正児童福祉法の施行状況に係る調査について(依頼)

　日ごろ、当県の障害児福祉の推進にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。

　さて、改正児童福祉法が４月に施行され一定期間が経過したことから、厚生労働省より指定通所支援の事業所数、定員、契約・利用児童数等、施行状況に関する調査依頼がきております。つきましては、大変お手数ですが別紙にご記入のうえ、平成24年8月31日(金)までに、下記提出先まで電子メール又はファックスにより回答いただきますようお願いいたします。

　なお、本調査の様式は障害福祉情報サービスかながわに掲載いたします。
≪提出先≫　障害サービス課　施設福祉グループ
　電子メール　　ken-shisetsu@pref.kanagawa.jp
　ファックス　　０４５－２０１－２０５１


問い合わせ先

障害サービス課　
施設福祉グループ　菴谷

電話045-210-4724

